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◆ 障害児保育入所決定までの流れ

（１）事前相談 申込受付の開始前に子ども育成課保育認定担当へご相談ください。

（２）入所申込・利用調整 一般申込児童と同様に受付します（P12～ 35参照）。状況確認のた
めに書類を追加提出していただく場合があります。

（３）利用調整結果
利用調整の結果、入所内定となった児童は利用調整結果通知と入所
前健診の案内を発送します。
保留となった児童は保留通知書を発送します。

（４）入所前健診
健康管理上又は集団生活上、保育所等への受入れが可能かどうかの
判断をするため、入所内定となったすべての子どもに対して、実施
します。

（５）観察保育
入所内定保育所等において、保育所での集団保育上の配慮すべき点
を確認するために観察保育を実施します。保護者同伴で実施します。
日程については、子ども育成課より連絡します。

（６）専門医受診 市が指定する専門医を受診します。
日程については、子ども育成課より連絡します。

（７）障害児保育
判定会議

入所前健診、観察保育、専門医受診の結果を踏まえて、関係者によ
る総合的な入所の可否判定をします。

（８）判定会議の結果 判定会議の結果を文書で通知します。

5　医療的ケアが必要な児童の保育について
　医療的ケアが必要な児童の保育を希望する場合は必ず事前に子ども育成課保育認定担当までご相談ください。

　医療的ケアを実施する保育園 市立保育園 4 園（南保育園、境保育園、境南保育園、吉祥寺保育園）
　入所時期 4 月 1 日（一斉入所）、10 月 1 日
　事前相談 ・4 月入所を希望の場合は令和５年 9 月末頃までにご相談ください。
  ・10 月入所を希望の場合は令和 6 年 3 月末頃までにご相談ください。


